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公共工事標準請負契約約款
新旧対照表

（傍線部分は変更部分）

改 正 後 改 正 前

建 設 工 事 請 負 契 約 書 建 設 工 事 請 負 契 約 書

一 工事名 一 工事名

二 工事場所 二 工事場所

三 工期 自 令和 年 月 日 三 工期 自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

四 工事を施工しない日 四 工事を施工しない日

工事を施工しない時間帯 工事を施工しない時間帯

［注］ 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。 ［注］ 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。

五 請負代金額 五 請負代金額

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）

六 契約保証金 六 契約保証金

［注］ 第四条（Ｂ）を使用する場合には、「免除」と記入する。 ［注］ 第四条（Ｂ）を使用する場合には、「免除」と記入する。

七 調停人 七 調停人

［注］ 調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあ ［注］ 調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあ

らかじめ定めない場合は削除。 らかじめ定めない場合は削除。

（八 建設発生土の搬出先等） （新設）

［注］ この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は

、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、

仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。

（九 解体工事に要する費用等） （八 解体工事に要する費用等）

［注］ この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十 ［注］ この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十

二年法律第百四号）第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、（ 二年法律第百四号）第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、（

１）解体工事に要する費用、（２）再資源化等に要する費用、（３）分 １）解体工事に要する費用、（２）再資源化等に要する費用、（３）分

別解体等の方法、（４）再資源化等をする施設の名称及び所在地につい 別解体等の方法、（４）再資源化等をする施設の名称及び所在地につい
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てそれぞれ記入する。 てそれぞれ記入する。

（十 住宅建設瑕疵担保責任保険） （九 住宅建設瑕疵担保責任保険）

［注］ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律 ［注］ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律

第六十六号）第二条第五項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行する 第六十六号）第二条第四項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行する

ため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、（１）保険法人の ため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、（１）保険法人の

名称、（２）保険金額、（３）保険期間についてそれぞれ記入する。な 名称、（２）保険金額、（３）保険期間についてそれぞれ記入する。な

お、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の お、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の

所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載 所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載

した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。 した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。

（略） （略）

（発注者の催告によらない解除権） （発注者の催告によらない解除権）

第四十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに 第四十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

この契約を解除することができる。 この契約を解除することができる。

一 第五条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 一 第五条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

二 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外 二 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外

に使用したとき。 に使用したとき。

［注］ 第二号は第五条第三項を使用しない場合は削除する。 ［注］ 第二号は第五条第三項を使用しない場合は削除する。

三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が

目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することがで 目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することがで

きないものであるとき。 きないものであるとき。

五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表

示したとき。 示したとき。

六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部

の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで

は契約をした目的を達することができないとき。 は契約をした目的を達することができないとき。

七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期

間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において

、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前

条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みが 条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みが

ないことが明らかであるとき。 ないことが明らかであるとき。

九 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律 九 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律
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第七十七号）第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同 第七十七号）第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同

じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二 じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二

条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に 条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

十 第五十一条又は第五十二条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た 十 第五十一条又は第五十二条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た

とき。 とき。

十一 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者 十一 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者

。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与 イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場

している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時 合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する

建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与 事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると

している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員 認められるとき。

であると認められるとき。

（削る） ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどして に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと

いると認められるとき。 認められるとき。

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく 与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与していると認められるとき。 は関与していると認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利 （新設）

用するなどしていると認められるとき。

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

いると認められるとき。 ると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手

方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約 方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約

を締結したと認められるとき。 を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場 原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場

合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者 合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者

がこれに従わなかったとき。 がこれに従わなかったとき。


